
　平成２２年度も、早いもので、３ヶ月が過ぎようとしています。

　今年度も美祢市学校事務共同実施会では、「じむだより」を年５回発行し、市内小中学校３０

校の教職員の皆さんに、わかりやすく役に立つ情報を提供していきたいと思っています。   

　気になる記事やご意見・ご要望等がありましたら、お気軽に各校事務職員までお願いします。

平成２２年６月発行
美祢市学校事務共同実施会

 じ　む　だ　よ　り
第 11号   厚保・豊田前グループ担当

子ども手当
とは？

次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、
中学校修了までの子ども１人につき、月額１万３千円を
子どもを養育している親等に支給する制度

☆小学校修了前の
　　　　　　　　子ども対象

☆親等に所得制限あり

☆中学校修了前の
　　　　　　　　子ども対象

☆親等に所得制限なし

平成２２年６月、１０月、平成２３年２月、６月の各月１５日
に、口座振替の方法により支給されます。

月額１万３千円支給されます。
ただし、今回の子ども手当制度は、平成２２年度限りのも
ので、児童手当等は子ども手当の一部として一括して支
給されることになります。

平成２２年６月（４・５月分、２・３月分の児童手当を含む）、
１０月（６～９月分）、平成２３年２月（１０～１月分）、
平成２３年６月（２・３月分）の４回に分けて支給されます。



　　昨年度末、国の学校ICT環境整備事業の関係で、
　美祢市では各学校に教員用パソコン・ﾚｰｻﾞｰﾌﾟﾘﾝﾀｰ・
　５０型テレビ・電子黒板などの備品が納品されました。
　　６月中旬には電子黒板の講習会が市内の４校で
　開催されました。各学校で
　有効に活用しましょう。

　　　６月３０日は
期末勤勉手当の支給日です。
支給割合は１．９５月分です。

①　事務の効率化　　②　教育活動の支援　　③　学校運営への参画・支援

事務職員のニーズへの対応
・巡回訪問
・情報発信
・パソコン研修

教育活動の支援
・学校徴収金事務の支援（継続）
・教科書関係事務の支援
・児童生徒の転出入事務の支援

実 施 内 容

共同実施の目的

事務部門の強化対応に係わる研究
・年間業務計画表の活用
・手引等の作成、更新、改訂
・じむだよりの発行
・効率化・標準化のためのソフトの活用
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を活用した情報の共有

共同実施事務
給与・旅費・市会計の定例業務
について、グループで事務処
理、相互確認を行うことで効率
化、適正化を図る。また、市内
全校で安定した事務を提供す
る。

　拠点校（大田小・大嶺小）を中心
に美祢市全校で共同実施に取り組ん
でいます。

http://www.minejimu.org/
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